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当社株式の監理銘柄（審査中）指定の解除及び 

改善報告書の提出徴求に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日、株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という。）及び株式会社名古屋証券取引所（以下、

「名証」という。）より、平成 22 年 12 月 17 日付で当社株式の監理銘柄（審査中）への指定を解除する旨

の通知を受領いたしました。また、改善報告書の提出を求められましたので、下記のとおりお知らせいたし

ます。 

 

記 

 

１． 監理銘柄（審査中）指定の解除について 

当社は、平成 22 年 11 月 11 日付で「当社の不適切な会計処理に関する調査結果等のご報告」等を開示

いたしました。この開示内容から、東証及び名証より有価証券報告書等の訂正内容が重要と認められる

相当の事由があると判断され、投資者の注意を喚起するため、当社株式は監理銘柄（審査中）に指定さ

れておりましたが、本日、東証及び名証より、審査の結果、上場廃止基準に該当しないと判断した旨の

通知を受領し、監理銘柄（審査中）の指定が解除されることが決定いたしました。 

 

 

２． 改善報告書の提出について 

当社は、平成 22 年 11 月 11 日に過年度決算短信等の訂正を開示いたしましたが、これは当社の適時

開示を適切に行うための体制における重大な不備に起因するものであり、同体制について改善の必要性

が高いことから、東証より有価証券上場規程第 502 条第 1 項第１号に基づき、名証より上場有価証券の

発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第 48 条第１項第１号に基づき、その経緯及び改善措置を記

載した報告書の提出を求められたものです。 

 

 

このたびの監理銘柄（審査中）指定により、株主の皆さまをはじめ、お取引先の皆さま、その他関係者の

皆さまに多大なるご迷惑とご心配をお掛けいたしましたことにつきまして、改めて深くお詫び申し上げます。

当社といたしましては、平成 22 年 11 月 11 日付「当社の不適切な会計処理に関する調査結果等のご報告」

においてお知らせしましたとおり、再発防止策を誠実に実行し、コーポレート・ガバナンスとコンプライア

ンス体制を徹底的に強化してまいります。 

今後、当社グループの全役員及び社員が一丸となって信頼回復に努めてまいる所存でございますので、何

卒引き続きのご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

                                      以 上 


